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平成２７年度 ゴールデンウィーク期間及び夏季期間中における連続休暇等の調査結果 

『働き方改革が浸透 －GW・夏季休暇とも増加 ８事業場で朝型勤務も－』 
 

大阪労働局（局長 中沖 剛）では、本年１月に「働き方改革推進本部」を設置し、フレックスタ

イム制・朝型勤務などの働き方の見直しおよび年次有給休暇の取得促進をリーディングカンパニーを

中心に要請・推進している。 

その中で、大阪府内の３９２事業場（従業員５００人以上）を対象（回答２３０事業場）として、

「平成２７年度 ゴールデンウィーク期間及び夏季期間中における連続休暇の実施（予定）状況調査」

を実施し、その結果を以下にとりまとめた。 

今年度は連続休暇の日数が増加し、８事業場で朝型勤務に取り組む（予定含む）など「働き方改革」

に対する企業の理解が進んできているという結果となった。 

 

・連続休暇の実施 ⇒ リフレッシュ効果の促進 

・フレックスタイム制の導入 ⇒ 自主的、柔軟な働き方の選択 

・朝型勤務 ⇒ 夕方の悠々とした自由時間を確保＝「ゆう活」の促進 

 

－調査結果の概要－ 

連続休暇の実施 

    ○ゴールデンウィーク期間 

 平均 ５．６日、最大１３日連続で実施 （前年４．９日、１２日） 

○夏季期間 

      平均 ７．３日、最大３０日連続で実施予定 （前年６．５日、３０日） 

※計画的付与の活用により長期連続休暇が実現 

 

フレックスタイム制の導入 

    ○調査対象の３４．３％の事業場で導入、製造業では７０．２％の事業場が導入 

 

朝型勤務 

    ○調査対象のうち、８事業場が導入 

「ゆう活」、時間外労働の削減、消費電力削減等の効果を期待 
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調査結果 

○ゴールデンウィーク期間                                                          ⇒表1 

１ 平均連続休暇日数は５．６日で前年比１４．３％増加  

・連続休暇実施事業場 ２０１事業場（調査対象の８７．４％） 

製造業６．５日（前年６．４日）、非製造業５．２日（前年４．４日）         

２ ７日以上の連続休暇を実施する事業場は調査対象の１８．４％（前年比３．３ポイント増） 

製造業３９．６％（前年比５．６ポイント増）、非製造業１０．８％（前年比２．６ポイント

増）                                       

３ 最も長い連続休暇は１３日間                                                      

４ 年次有給休暇の計画的付与実施事業場  ２１事業場（調査対象の１０．４％）    ⇒表3-1 

 

○夏季期間                                                                         ⇒表2 

１ 平均連続休暇日数は７．３日で前年比１２．３％増加  

・連続休暇実施予定事業場 ２０２事業場（調査対象の８７．８％） 

製造業７．４日（前年７．２日）、非製造業７．２日（前年６．２日）         

２ ７日以上の連続休暇実施予定事業場は調査対象の４８．５％（前年比４．８ポイント増加） 

製造業 ５８．５％（前年同比）、非製造業 ４５．０％（前年比６．８ポイント増） 

３ 最も長い連続休暇は３０日間                            

４ 年次有給休暇の計画的付与実施事業場  ５５事業場（調査対象の２７．２％）       ⇒表3-1 

 

○その他 

１ 年次有給休暇の計画的付与の活用                                               ⇒表3-2 

 ・連続７日以上の連続休暇実施予定事業場のうち、計画的付与を実施する事業場の割合 

ゴールデンウィーク期間 ３２．４％、夏季期間で３３．７％                    

２ フレックスタイム制・未消化年休積立制度の導入                                 ⇒表5 

・夏季７日以上の連続休暇取得予定事業場（製造業）では約９割がフレックスタイム制を導入                

・未消化年休積立制度は、調査対象の３５．２％の事業場が導入         

３ 朝型勤務の実施                                                               ⇒表5 

  今回の調査では、８事業場で朝型勤務を導入（予定を含む） 

 

  
(参考１)  年次有給休暇の計画的付与とは 

計画的付与の対象とすることができるのは、年次有給休暇の付与日数のうち、５日を超える部分に限られる。（労働基準法

第３９条第６項） 

 年次有給休暇の計画的付与の方式には次のようなものがある。 

 ・事業場全体の休業による一斉付与の方式 ・班別の交代制付与方式 ・年次有給休暇の付与計画表による個人別付与方式 

(参考２)  フレックスタイム制度とは 

 １か月以内の一定期間（清算期間）の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および就業の時刻を選

択して働く制度（労働基準法第３２条の３）。通常、必ず労働しなければいけないコアタイム、労働者が選択できるフレキシ

ブルタイムがある。 

(参考３)  朝型勤務とは 

  「やむを得ない残業は朝に回して、夕方に退社する取組。」を国民的な運動として推進。 

 朝食を用意する企業や、サマー期間のみ始業時間を前にずらすなど様々な取り組みが見られる。 



３ 

 

夏季連続休暇実施ケース（例） 

①Ａ事業場（製造業） 

・労使で夏季に連続１０日間を確保する協定を結んでいる。 

・夏季特別休暇、週休日、年次有給休暇の計画的付与を組み合わせて全社一斉休暇を実施予定。 

 

実際の休暇予定 

8/7(金) 8/8(土) 8/9(日) 8/10(月) 8/11(火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金) 8/15(土) 8/16(日) 

夏季特別

休暇 

週休日 週休日 夏季特別

休暇 

年休計画

付与 

年休計画

付与 

年休計画

付与 

年休計画

付与 

週休日 週休日 

 

②Ｂ事業場（製造業） 

・７月中旬から８月末までの子供の夏休み期間に合わせて、週休日・祝日以外に最大５日間の夏季 

休暇を組み合わせて連続休暇を取得するように従業員に推奨している。 

・夏季休暇の活用により、労使協定による独自休暇、年次有給休暇の計画的付与を合わせて、個別 

に１２日間の連続休暇取得が可能。 

 

実際の休暇例 

8/8(土) 8/9(日) 8/10(月) 8/11(火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金) 8/15(土) 8/16(日) 8/17(月) 8/18(火) 8/19(水) 

週休日 週休日 夏季休

暇 

夏季休

暇 

年休計

画付与 

独自休

暇 

独自休

暇 

週休日 週休日 夏季休

暇 

夏季休

暇 

夏季休

暇 

 

③Ｃ事業場（大学） 

・就業規則により、夏季期間（８月上旬から９月中旬）の間、お盆に夏休み特別休暇５日間（連続） 

をはさんだ９日間の一斉休暇に加えて、個別に１５日間（分割・連続どちらでも可）の夏休み特 

別休暇を取るよう定めており、週休日も含めて最大３０日間の連続休暇が可能となっている。 

なお、夏季期間は土日が休み（通常期は日曜日のみ）となり、連続休暇が取りやすくなっている。 

 

 
調査方法 
第１ 調査の概要 
 １ 調査対象 
   常時雇用する労働者数が企業全体で５００人以上の大阪府内の３９２事業場を対象とした。 
 ２ 調査方法 
   郵送配布、ＦＡＸによる回収によるアンケート調査 
 ３ 調査対象期間 

① 平成２６年及び２７年の４月１６日から５月１５日までの各３０日間 
② 平成２６年及び２７年の７月１日から９月３０日までの各３か月間 

 ４ 調査事項 
① ゴールデンウィーク期間及び夏季期間中における連続休暇の状況 
② 年次有給休暇の計画的付与の有無 
③ 平成２６年と２７年を比較しての連続休暇の増減の有無及びその理由 

 ５ 調査回答事業場数及び調査回答率 
   ２３０事業場（製造業５７、非製造業１７３）、５８．７％ 
第２ 用語の定義 
 １ 連続休暇 
   調査対象期間中の週休日（土曜日・日曜日など）、特別休日（国民の休日・会社の特別休日など）、 

年次有給休暇の計画的付与による休暇や、これらの組合せによる３日以上の連続した休日・休暇をいう。 



表 1 

 

 

 

ゴールデンウィーク期間中における連続休暇実施事業場数（実施率）と実施事業場の平均連続休暇日数・連続休暇実施状況

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日以上

53 0 19 6 10 0 6 2 5 5 0 18

(93.0%) (0.0%) (35.8%) (11.3%) (18.9%) (0.0%) (11.3%) (3.8%) (9.4%) (9.4%) (0.0%) (34.0%)

53 0 2 14 16 4 13 1 2 1 0 21

(93.0%) (0.0%) (3.8%) (26.4%) (30.2%) (7.5%) (24.5%) (1.9%) (3.8%) (1.9%) (0.0%) (39.6%)

146 2 121 8 3 1 9 1 0 0 1 12

(84.4%) (1.4%) (82.9%) (5.5%) (2.1%) (0.7%) (6.2%) (0.7%) (0.0%) (0.0%) (0.7%) (8.2%)

148 1 28 90 13 2 12 1 0 0 1 16

(85.5%) (0.7%) (18.9%) (60.8%) (8.8%) (1.4%) (8.1%) (0.7%) (0.0%) (0.0%) (0.7%) (10.8%)

199 2 140 14 13 1 15 3 5 5 1 30

(86.5%) (1.0%) (70.4%) (7.0%) (6.5%) (0.5%) (7.5%) (1.5%) (2.5%) (2.5%) (0.5%) (15.1%)

201 1 30 104 29 6 25 2 2 1 1 37

(87.4%) (0.5%) (14.9%) (51.7%) (14.4%) (3.0%) (12.4%) (1.0%) (1.0%) (0.5%) (0.5%) (18.4%)

合
計

230

26年
結果 4.9

27年
結果 5.6

非
製
造
業

173

26年
結果 4.4

27年
結果 5.2

7日以上

製
造
業

57

26年
結果 6.4

27年
結果 6.5

産業
区分

調査回答
事業所

年
連続休暇
実施事業
場数

平均連続
休暇日数

連続休暇日数別事業場数とその割合

４
 



表 2 

 

 

 

夏季休暇期間中における連続休暇実施予定事業場の平均連続休暇日数並びに連続休暇日数別事業場数及びその割合

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日以上

53 3 6 11 2 0 2 24 4 0 1 31 5

(93.0%) (5.7%) (11.3%) (20.8%) (3.8%) (0.0%) (3.8%) (45.3%) (7.5%) (0.0%) (1.9%) (58.5%) (9.4%)

53 0 2 19 1 0 1 25 4 0 1 31 5

(93.0%) (0.0%) (3.8%) (35.8%) (1.9%) (0.0%) (1.9%) (47.2%) (7.5%) (0.0%) (1.9%) (58.5%) (9.4%)

144 49 9 16 15 3 3 25 13 9 2 55 24

(83.2%) (34.0%) (6.3%) (11.1%) (10.4%) (2.1%) (2.1%) (17.4%) (9.0%) (6.3%) (1.4%) (38.2%) (16.7%)

149 4 15 57 6 3 7 22 15 6 14 67 35

(86.1%) (2.7%) (10.1%) (38.3%) (4.0%) (2.0%) (4.7%) (14.8%) (10.1%) (4.0%) (9.4%) (45.0%) (23.5%)

197 52 15 27 17 3 5 49 17 9 3 86 29

(85.7%) (26.4%) (7.6%) (13.7%) (8.6%) (1.5%) (2.5%) (24.9%) (8.6%) (4.6%) (1.5%) (43.7%) (14.7%)

202 4 17 76 7 3 8 47 19 6 15 98 40

(87.8%) (2.0%) (8.4%) (37.6%) (3.5%) (1.5%) (4.0%) (23.3%) (9.4%) (3.0%) (7.4%) (48.5%) (19.8%)

連続休
暇実施
(予定)事
業場数

平均連
続休暇
日数

連続休暇日数別事業場数とその割合

27年
予定

製
造
業

57

26年
結果

産
業
区
分

調査回
答事業
所

年

7.2

6.5

7.3
27年
予定

合
計

230

26年
結果

27年
予定

非
製
造
業

173

26年
結果

7日以
上

10日
以上

7.2

7.4

6.2５
 



表 3-1 

 

 

 

調査対象期間中に連続休暇を実施する事業場のうち年次有給休暇の計画的付与を実施する事業場数(割合)とその平均付与日数

ゴールデンウィーク期間中 夏季期間中

産業区分 年
年次有給休暇の計画的付与を
実施する事業場数(割合)

平均付与日数 産業区分 年
年次有給休暇の計画的付与を
実施する事業場数(割合)

平均付与日数

11 28

(20.8%) (52.8%)

9 28

(17.0%) (52.8%)

10 24

(6.8%) (16.7%)

12 27

(8.1%) (18.1%)

21 52

(10.6%) (26.4%)

21 55

(10.4%) (27.2%)

製造業

非製造業

合計

26年
結果

27年
結果

26年
結果

27年
結果

26年
結果

27年
結果

27年
予定

1.4

1.3

製造業

非製造業

合計

1.2

1.0

1.3

1.1

26年
結果

27年
予定

26年
結果

27年
予定

26年
結果

2.5

2.1

2.1

2.9

3.0

2.4

６
 



表 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

連続７日以上の連続休暇を実施する事業場のうち、年次有給休暇の計画的付与を実施する事業場数(平成27年)

ゴールデンウィーク期間 夏季期間

産業区分
7日以上の連続休
暇(連続実施)を実
施する事業場数

計画的付与
実施事業場
数(割合)

産業区分
7日以上の連続休
暇(連続実施)を実
施する事業場数

計画的付与
実施事業場
数(割合)

6 19

(28.6%) (61.3%)

6 14

(37.5%) (20.9%)

12 33

(32.4%) (33.7%)
合計

31

67

98

製造業

非製造業

合計

21

16

37

製造業

非製造業

７
 



表 4-1 

 

 

 

連続休暇の合計日数の前年との比較

ゴールデンウィーク期間 夏季期間

産業区分 回答肢 回答事業場数 (割合) 産業区分 回答肢 回答事業場数 (割合)

増加した 25 (43.9%) 増加する 10 (17.5%)

減少した 12 (21.1%) 減少する 1 (1.8%)

変わらない 20 (35.1%) 変わらない 46 (80.7%)

無回答 0 (0.0%) 無回答 0 (0.0%)

増加した 103 (59.5%) 増加する 81 (46.8%)

減少した 0 (0.0%) 減少する 5 (2.9%)

変わらない 56 (32.4%) 変わらない 73 (42.2%)

無回答 14 (8.1%) 無回答 14 (8.1%)

増加した 128 (55.7%) 増加する 91 (39.6%)

減少した 12 (5.2%) 減少する 6 (2.6%)

変わらない 76 (33.0%) 変わらない 119 (51.7%)

無回答 14 (6.1%) 無回答 14 (6.1%)

製造業

非製造業

合計

製造業

非製造業

合計

８
 



表 4-2 
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【ゴールデンウィーク期間】
○連続休暇の合計日数が前年より増加した事業場数とその理由(割合)

製造業
(1)連続休暇日数が前年より増加した事業場・・・２５（連続休暇実施事業場の４７．２％）
(2)連続休暇日数が増加した理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 23 (92.0%)
休日を増加させたことによるもの 2 (8.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 0 (0.0%)
無回答 0 (0.0%)

非製造業
(1)連続休暇日数が前年より増加した事業場・・・１０３（連続休暇実施事業場の７０．０％）
(2)連続休暇日数が増加した理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 99 (96.1%)
休日を増加させたことによるもの 1 (1.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 3 (2.9%)
無回答 0 (0.0%)

○連続休暇の合計日数が前年より減少した事業場数とその理由(割合)
製造業
(1)連続休暇日数が前年より減少した事業場・・・１２（連続休暇実施事業場の２２．６％）
(2)連続休暇日数が減少した理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 7 (58.3%)
休日を減少させたことによるもの 0 (0.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 3 (25.0%)
その他 2 (16.7%)
無回答 0 (0.0%)

非製造業
(1)連続休暇日数が前年より減少した事業場・・・０

事業場数(割合)

事業場数(割合)

事業場数(割合)



表 4-3 
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【夏季期間】
○連続休暇の合計日数が前年より増加する事業場数とその理由(割合)

製造業
(1)連続休暇日数が前年より増加する事業場・・・１０（連続休暇実施事業場の１８．９％）
(2)連続休暇日数が増加した理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 8 (80.0%)
休日を増加させたことによるもの 2 (20.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 0 (0.0%)
無回答 0 (0.0%)

非製造業
(1)連続休暇日数が前年より増加した事業場・・・８１（連続休暇実施事業場の５４．４％）
(2)連続休暇日数が増加する理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 78 (96.3%)
休日を増加させたことによるもの 2 (2.5%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 1 (1.2%)
無回答 0 (0.0%)

○連続休暇の合計日数が前年より減少する事業場数とその理由(割合)
製造業
(1)連続休暇日数が前年より減少する事業場・・・１（連続休暇実施事業場の１．９％）
(2)連続休暇日数が減少する理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 0 (0.0%)
休日を減少させたことによるもの 1 (100.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 0 (0.0%)
無回答 0 (0.0%)

非製造業
(1)連続休暇日数が前年より減少する事業場・・・５（連続休暇実施事業場の３．６％）
(2)連続休暇日数が減少する理由（割合）
理由
暦の関係によるもの 3 (60.0%)
休日を減少させたことによるもの 0 (0.0%)
景気の影響によるもの 0 (0.0%)
取引先・親会社等の都合によるもの 0 (0.0%)
その他 2 (40.0%)
無回答 0 (0.0%)

事業場数(割合)

事業場数(割合)

事業場数(割合)

事業場数(割合)



表 5 

  

ワークライフバランスを推進するため、取組んでいる（予定含む）制度について

（全体） （夏季７日以上の連続休暇取得予定事業場）

事業場数 （割合） 事業場数 （割合）

フレックスタイム制 40 (70.2%) 27 (87.1%)

朝型勤務 1 (1.8%) 1 (3.2%)

製造業 在宅勤務・サテライトオフィス 11 (19.3%) うち 8 (25.8%)

(57事業場) 未消化年休の積立制度 38 (66.7%) (31事業場) 22 (71.0%)

その他 8 (14.0%) 4 (12.9%)

フレックスタイム制 39 (22.5%) 18 (26.9%)

朝型勤務 7 (4.0%) 2 (3.0%)

非製造業 在宅勤務・サテライトオフィス 16 (9.2%) うち 9 (13.4%)

(173事業場) 未消化年休の積立制度 43 (24.9%) (67事業場) 21 (31.3%)

その他 25 (14.5%) 6 (9.0%)

フレックスタイム制 79 (34.3%) 45 (45.9%)

朝型勤務 8 (3.5%) 3 (3.1%)

合計 在宅勤務・サテライトオフィス 27 (11.7%) うち 17 (17.3%)

(230事業場) 未消化年休の積立制度 81 (35.2%) (98事業場) 43 (43.9%)

その他 33 (14.3%) 10 (10.2%)
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働き方・休み方改善コンサルタント 
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電話：０６－６９４９－６４９４ 

働き方・休み方の
改善 

（ワークライフ 
バランスの実現） 

 

※コンサルタントは専門的な知識・経験を有する 
 社会保険労務士等から任用されています。 
 国家公務員法により秘密は厳守いたします。 

ご利用のお申込みは裏面の利用申込書によりＦＡＸ等で
お願いします。後日、コンサルタントからご連絡します。 

大阪労働局 労働基準部 労働時間課 
 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 
          大阪合同庁舎第2号館9階 

・所定外労働を削減して、従業員の健康を確保 

 するには？ 

・変形労働時間制を導入するには？ 

・年次有給休暇の計画的付与制度とは？等々 
 
    企業からの労働時間全般の相談等に 

      応じています。 

   個別相談の実施 
 

 事業所の労働時間等の現状分析を
行い、好事例等を参考に改善方法を
提示します。 
 労働時間関係助成金制度の活用等
についてもアドバイスしています。 
 [平成26年度実績]  
 窓口相談    859回(延べ) 
 電話相談 2,682回(延べ) 
 訪問件数    305件 
 

     セミナー等の実施 
 

 長時間労働解消のためのセミナー
や、事業主団体等における労働時間
の基礎研修の講師など、幅広くセミ
ナー等を実施しています。 
 [平成26年度実績] 
    21回実施 161名参加 
 

    好事例の紹介 
 

 ワークショップ等で収集した好事例か
ら厳選した“大阪版７つの好事例集！”
を作成。職場の改善に役立てていただ
けます。 
 

 ワークショップの開催 
 

 長時間労働の解消に積極的に取り組
む事業場を中心に、グループワークを
実施。 
 各社貴重な情報を交換するとともに、
豊富な改善事例を収集しています。 
 [平成26年度実績] 
   11回実施 74社 121名参加 
 



働き方・休み方改善コンサルタント 利用申込書 

                        平成  年  月  日   

 

 大阪労働局労働基準部労働時間課 あて 

 

                      事業場所在地                           

 

                      事業場名 

 

                      担当者職氏名 

 

                      電話番号 （     ）     －           

 

                      業種 

 

                      労働者数             人 

 

 働き方・休み方改善コンサルタントを利用したいので、申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お申し込みは、下記あて先に、郵送またはＦＡＸにより、直接お申込みください。 

 

     〒５４０－８５２７ 

      大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎 第２号館 ９階 

      大阪労働局 労働基準部 労働時間課 

          電話 ： ０６－６９４９－６４９４ 

          ＦＡＸ ： ０６－６９４９－６０３４ 

相談事項 

相談事項 

※具体的にご記入ください。 

                                             
                                              
                                              
                                              
 

※該当項目に レ を付けてください。複数の項目でも結構です。 
 

□労働時間関係  □休日関係  □年休関係  □その他 

〈個人情報の取り扱いについて〉 
  本紙に書かれた個人情報については、働き方・休み方改善コンサルタントの利用申込の 
  把握のみに使用し、当該事業場の許可なく第三者へ提供することはありません。        （Ｈ27.4） 
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